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１ 調査対象地域 広島県内全域 
２ 調 査 基 準 日          平成２０年６月１日 
３ 調 査 対 象          県内の本所事業所 2,500 社及びそこに勤務する女性従業員，男性従業員， 

パートタイム従業員（以下「パート」という。）各 2,500 人 
４ 調 査 方 法          郵送調査（自計申告） 
５ 有 効 回 答 数          事  業  主        808 社（32.3％）， 女 性 従 業 員        779 人（31.2％） 
 男 性 従 業 員        710 人（28.4％）， パ  ー  ト 520 人（28.9％※） 
６ 回答者の内訳 

(1) 業  種  別 

 事業主 女性従業員 男性従業員 パート 

建 設 業 11.8% 12.6% 12.0% 5.6% 
製 造 業 22.0% 21.2% 22.7% 18.7% 

電気・ガス・熱供給・水道業 1.4% 2.1% 2.8% 1.5% 
情報通信業 1.4% 1.7% 1.8% 1.0% 

運輸業，郵便業 5.9% 4.7% 5.8% 4.4% 
卸売業，小売業 16.5% 14.5% 14.2% 16.7% 
金融業，保険業 0.6% 0.8% 0.8% 0.6% 

不動産業，物品賃貸業 1.0% 1.0% 1.0% 0.8% 
学術研究，専門・技術サービス業 1.1% 1.3% 1.8% 1.0% 
宿泊業，飲食サービス業 4.3% 3.6% 4.2% 6.3% 
生活関連サービス業，娯楽業 0.9% 0.9% 0.4% 1.2% 

教育，学習支援業 3.2% 17.7% 16.5% 25.0% 
医療，福祉 16.6% 3.2% 2.8% 4.4% 

複合サービス事業 0.9% 1.4% 1.1% 1.2% 
サービス業(他に分類されないもの) 11.1% 13.1% 11.7% 11.0% 

無 回 答 1.4% 0.4% 0.3% 0.8% 
合   計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

(2) 規  模  別 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(3) 年  齢  別 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

７ 注 意 事 項 

(1)   百分率の合計については，四捨五入の関係で 100.0％にならない場合があります。 

(2)  複数回答の設問については，百分率の合計が 100.0％になりません。 

(3)  前回調査結果との比較は，「平成 17 年度広島県働く男女の雇用環境実態調査」と比較しています。 
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14 .2 %

14 .5 %
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0 % 20 % 4 0% 60% 80 % 100%

事 業 主

女 性 従 業 員

男 性 従 業 員

パ ー ト

1 0人 未 満 10～ 29人 30 ～ 49人 50～ 99人 100～ 300人 301人 以 上 無 回 答

18 .7%

15 .5%

7 .3 %

16 .7 %

33 .6%

38 .5%

32 .8%

9 .3 %

25 .0%

22 .7%

30 .0%

7 .4%

19 .2%

18 .6%

2 1 .8%

1 3 .0%

4 .6 %

8 .0%

53 .7%

3 .2 0 .3%

0 .1%

0% 1 0% 20 % 30% 40% 50% 60 % 70% 80% 90% 10 0%

女 性 従 業 員

男 性 従 業 員

パ ー ト（女 ）

パ ー ト（男 ）

30歳 以 下 31歳 ～ 40歳 41 歳 ～ 50歳 51歳 ～ 60歳 61歳 以 上 無 回 答

調査の概要 

※ パート雇用事業所数（推計）1,800
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 男女雇用機会均等法の周知状況  

  昭和 61 年に男女雇用機会均等法

が施行されて，20 年以上経過しまし

たが，「内容も含めて知っている」と回

答した事業主は 80.8％となっていま

す。 

  従業員については，女性 42.7％，

男性 47.6％となっています。 
  
 
 
 
 
 
 
       女性の配置状況        

 「すべての職種に女性を配置してい

る」と回答した事業主は，52.0％と，前

回調査（Ｈ17）の 43.9％より 8.1％ポイ

ント増加しています。 

 女性を配置していない主な理由は，

「体力が必要」（51.6％）が最も多く，

次いで「女性が希望しない」（37.6％）

となっています。 

 今後の配置予定については，「男女

均等な取扱いになるよう配置予定」と

回答した事業主は14.2％となっていま

す。 
 
 
 
 
 

 
 
 

男女雇用機会均等法…募集，採用，配置・昇進等の各雇用ステージにおける性別による差別の

禁止，事業主に対するセクシュアルハラスメントの防止対策の義務等が規

定されています。 

4 3 .9

5 4 .1

2 .0

5 2 .0

4 3 .4

4 .6

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

す べ て の 職 種 に
女 性 を 配 置 し て い る

女 性 を 配 置 し て
い な い 職 種 が あ る

無 回 答

（ ％ ）

前 回 調 査 （ H 1 7 ）

今 回 調 査

事業所における女性の配置状況 

  事業主調査   

51.6

37.6

26.8

15.1

14.0

12.8

8.5

4.0

0 10 20 30 40 50 60

体力が必要

女性が希望しない

特殊な資格が必要

その他

深夜労働がある

外勤，出張が多い

残業が多い

外部との折衝が多い

（％）

女性を配置していない理由（上位項目） 

 事業主調査（「女性を配置していない職種あり」と回答した事業主） 複数回答  

１１１   雇雇雇用用用管管管理理理   

47.6

15.7

54.0

48.5

80.8

42.7

3.1

1.8

0.6

2.8

1.4

0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

事業主

女性従業員

男性従業員

　

　
内容も含めて知っている 内容は知らないが，聞いたことがある 知らない 無回答

男女雇用機会均等法の周知状況 

  事業主・男女従業員調査   
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     昇進・昇格の機会      

  昇進・昇格について「男女とも同じ

機会がある」と回答した事業主は

72.8％で，前回調査（H17）の 68.9％

より 3.9 ポイント上昇しています。 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  女性の昇進・昇格が少ない理由  

 「女性は（昇進・昇格の）機会が少な

い」と回答した事業主があげた主な理

由は，「女性に適当な職種・業務がな

い」が 48.1％，「女性は勤続年数が短

く，経験も浅い」が 24.3％となってい

ます。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「男女とも同じ機会がある」と回答した事業主は７２．８％ 

女性の昇進・昇格の機会 

68.9

27.4

3.7

72.8

21.7

5.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男女とも同じ機会がある

女性は機会が少ない

無回答

前回調査（H17）

今回調査

（％）

今後の女性の配置予定 

す べ て の職
種 に 女 性 を
配 置 す るこ と
は 困 難 …
50.1%

従 業 員の 意
見 を 参 考に し
な が ら今 後
検 討    …
35.6%

男 女 均 等な
取 扱 い に な
る よ うに配 置
して い く予 定
… 14.2 %

 事業主調査（「女性を配置していない職種あり」と回答した事業主） 複数回答  

  事業主調査   

女性の昇進・昇格の機会が少ない理由 

48.1

24.3

18.0

9.5

0 10 20 30 40 50 60

女性に適当な職種・業務がない

女性は勤続年数が短く，経験も浅い

女性が希望しない

その他

（％）

 事業主調査（「女性は機会が少ない」と回答した事業主）  
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   女性管理職の登用状況    

  女性を管理職に登用している事業

所の割合は 40.8 で，前回調査（H17)
の 36.2％より 4.6 ポイント増加してい

ます。 

  全管理職に占める女性管理職の

割合は，前回調査では「5％未満」が

最多（42.6％）でしたが，今回調査で

は「20％以上」が最多の 42.7％となっ

ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 女性を管理職に登用しない理由  

 女性を管理職に「登用していない」

事業主（５３．８％）があげる主な理由

は，「十分な経験・能力を有する女性

がいない」（４４．６％）が最も多く，次

いで「適当な職種・業務がない」（３１．

３％）となっています。 

 女性の職業能力開発や職域拡大等

による人材育成が課題となっていま

す。 
 
 
 
 
 
 
 

全管理職に占める女性管理職の割合 

２２２   管管管理理理職職職へへへののの登登登用用用   
女性を管理職へ登用している事業所の割合は４０．８％ 
全管理職に占める女性管理職の割合は「２０％以上」が最多 

事業主調査 

女性管理職の登用状況 

36.2

62 .1

1 .8

40 .8

53.8

5.3

0

10

20

30

40

50

60

70

登 用して いる 登 用 してい ない 無回 答

前 回 調 査(H17)

今 回 調 査

（％ ）

女性従業員に占める女性管理職の割合 

女性を管理職に登用しない理由 

1.4

9.7

10.3

13.1

16.8

17.2

31.3

44.6

0 10 20 30 40 50

割合

管理職に登用するのに十分な経験
能力を有する女性がいない

適当な職種，業務がない

女性が希望しない

女性の業務が主として補助的業務
であるから

女性は勤続年数が短い

その他

仕事がきつく，女性には無理

女性を管理職に登用すると，職場の
人間関係がうまくいかなくなる

（％）

5～9％
12.1%10～14％

7.9%

15～19％
3.0%

５％未満
33.3%

無回答
0.9%

20％以上
42.7%

20％以上
23.6%

15～19％
3.9%

10～14％
13.0%

5～9％
16.4%

５％未満
41.8%

無回答
1.2%

事業主調査 事業主調査 

事業主調査（「登用していない」と回答した事業主）複数回答 
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    管理職への就任      

  女性従業員の管理職への就任希

望は，既に管理職である人も含めて

13.5％ですが，一方で管理職に「就き

たくない」と回答した人は，40.1％とな

っています。 

 管理職に就きたくない理由は，「能

力・体力に自身がない」（36.9％）が最

も多く，次いで「仕事中心の生活とな

るおそれがある」（33.0％），「家事・育

児 ・ 介 護 と の 両 立 が 困 難 に な る 」

（30.1％）の順となっています。 

 女性が管理職に就くことについて

は，男女従業員とも，9 割以上が肯定

的な回答をしています。 

 

 

女性が管理職に就いてほしい理由 
 男女従業員調査 (「管理職に是非就いてほしい」，「本人が望むなら就いてもよい」と回答した従業員) 複数回答   

1 2 .4

1 0 .9

5 3 .4

5 4 .3

3 2 .2

2 .1

4 .9

2 .1

6 5 .3

4 5 .5

1 .5

3 .0

2 6 .5

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0

女 性 で も 自 分 の 望 む
働 き 方 を 選 べ る の は 当 然

男 女 が 平 等 に 管 理 職 に
就 く こ と は 当 然

女 性 の 能 力 を 活 用 す る こ と は
会 社 に と っ て 有 益

職 場 や 社 会 に 女 性 が
進 出 し て ほ し い か ら

自 分 が 働 い て い く う え で の
目 標 に な る か ら

職 場 の 体 質 ， イ メ ー ジ が 良 く な る

そ の 他

女 性 従 業 員

男 性 従 業 員

（ ％ ）

（ ％ ）

1 3 . 5  ％ 4 5 . 3 ％ 4 0 . 1 ％

1 .2 ％

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %

就 き た い （ 管 理 職 を 含 む ） ど ち ら と も い え な い

就 き た く な い 無 回 答

女性従業員の管理職への就任希望 

女性従業員調査 

女性従業員調査（「管理職に就きたくない」と回答した従業員）複数回答 

0.3

7.7

13.5

21.8

29.5

30.1

33.0

36.9

0 10 20 30 40

1

能力・体力に自信がない

仕事中心の生活となるおそれがある

家事・育児・介護との両立が困難になる

管理職には興味がない

今の仕事に満足している

責任のある仕事に就きたくない

家族団らんの時間が少なくなるおそれ
がある
その他

管理職に就きたくない理由 

7 1 . 8

7 4 . 92 0 . 4

2 1 . 0

1 . 0

3 . 7 0 . 7

0 . 1

2 . 8

3 . 6

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %

男 性 従 業 員

女 性 従 業 員

是 非 就 い て ほ し い 本 人 が 望 む な ら 就 い て も よ い
で き れ ば 就 い て ほ し く な い 絶 対 就 い て ほ し く な い
無 回 答

女性が管理職に就くことについて 
 男女従業員調査   
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 セクシュアルハラスメントの有無及び対応  

  パートを含む女性の９．４％及び男

性の１．８％が「セクハラを受けた」と

回答しています。 

  被害にあった人の対応として最も

多かったのは，「自分自身で問題を解

決した」でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３３３   セセセ ククク シシシ ュュュ アアア ルルル                                          

   ハハハ ラララ ススス メメメ ンンン トトト                                          

6.0

あった　3.1

2.9

10.1

11.6

あったと思う　8.7

なかった　　85.5
（なかったと思う）

80.6

83.8

3.3

1.8

無回答2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性従業員・パート（男性）

女性従業員・パート（女性）

事業主

職場におけるセクハラの有無の認識 （％）

受けた, 9.4

受けた, 1.8

受けたことはない,
86.6

受けたことはない,
90.4

無回答, 4.0

無回答, 7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性従業員・パート（男性）

女性従業員・パート（女性）

本人のセクハラ被害の有無 

 男女従業員・パート調査  

0.0

71.4

0.9

23.9
0.0

21.4

21.4

17.9

56.4

20.5

0 20 40 60 80

労働局・県等の行政相談
窓口に相談した

どこに相談すべきか分からず，
対応等はしていない

プライバシーの問題だと思うので
対応するつもりはない

信頼できる上司・同僚に相談した

自分自身で問題を解決した

女性従業員・パート（女性）

男性従業員・パート（男性）

セクハラへの対応 

 男女従業員・パート調査 複数回答  
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セクシュアルハラスメントの内容  

  セクシュアルハラスメントには，職

場において， 

①性的な言動に対する労働者の対応

により，その労働者が解雇，降格，

減給等の不利益を受ける「対価型

セクシュアルハラスメント」 

②性的な言動により労働者の就業環

境が不快なものとなったため，能力

の発揮に重大な悪影響が生じる

「環境型セクシュアルハラスメント」

があります。 

 今回の調査では，女性従業員から

は ， 「 不 必 要 に 体 を 触 ら れ た 」

（55.6％）との回答が，男性従業員か

らは，「性的な 話，質 問を された」

（57.1％）との回答が最も多くなってい

ます。 

 

 

セクハラの内容 

女性従業員・パート（女性）調査 複数回答 
 「セクハラを受けた」「セクハラがあった」「あったと思う」と回答した従業員 

10.3

6.8

11.1

12.8

14.5

30.8

33.3

55.6

0 10 20 30 40 50 60

1

不必要に身体を触られた

性的な話，質問をされた

容姿や体型について性的に話題
とされた
執ように食事やデートに誘われた

酒席等でお酌やデュエットを強要
された
性的な誘いを受けた

ヌード写真や雑誌を職場で見た

その他

7.1

7.1

7.1

14.3

21.4

28.6

42.9

57.1

0 10 20 30 40 50 60

1

性的な話，質問をされた

容姿や体型について性的に話題と
された
不必要に身体を触られた

酒席等でお酌やデュエットを強要
された
執ように食事やデートに誘われた

ヌード写真や雑誌を職場で見た

性的な誘いを受けた

その他

男性従業員・パート（男性）調査 複数回答 
 「セクハラを受けた」「セクハラがあった」「あったと思う」と回答した従業員 
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  セクシュアルハラスメントの原因   
 セクシュアルハラスメントが生じる主

な原因は，事業主・従業員ともに，

「依然として男女や個人に意識の差

がある」（事業主 51.9％，女性従業員

56.7％，男性従業員５８．５％，パート

48.5％）との回答が最も多く，次いで

「性的言動を不快に思うことを分かっ

ていない」（事業主 45.7％，女性従業

員 47.7％，男性従業員 45.6％，パー

ト 46.0％）となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      防 止 対 策 昇進・  

 事業主は，男女雇用機会均等法に

より，セクシュアルハラスメント防止対

策を講じるよう定められていますが，

防 止 対 策 を 講 じ て い る 事 業 主 は

31.6％となっています。 

 防止対策の内容は「就業規則等へ

の明文化」（62.4％）が最も多く，次い

で 相 談 へ の 迅 速 か つ 適 切 な 対 応

（46.3％）となっています。 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

セクハラ防止対策の有無 

男女間や個人の意識の差が最も大きな原因 

 事業主調査  

51.9

45.7

41.7

25.4

16.2

10.0

9.7

6.8

2.4

56.7

47.7

40.3

32.7

19.2

17.2

6.3

8.7

2.1

58.7

45.6

40.4

29.6

13.1

9.9

8.5

12.1

3.1

48.5

46.0

35.8

26.3

13.7

14.2

7.9

6.2

2.1

0 10 20 30 40 50 60 70

依然として男女や
個人に意識の差がある

性的言動を不快に
思うことを分かっていない

男性の意識が低い

職場で男女を対等なパートナー
としてみていない

固定的な男女の役割
分担にとらわれている

被害者が毅然とした
態度をとっていない

女性の意識が低い

会社の防止対策が
図られていない

その他

事業主

女性従業員

男性従業員

パート

（％）

セクハラの原因 
 複数回答  

31 .6

49 .5

1 3 .1

5 .8

0 10 20 30 40 50 60

講 じ て い る

講 じ て い な い

検 討 中

無 回 答

（％ ）

防止対策の内容 
 事業主調査（「セクハラ防止対策を講じている」と回答した事業主） 複数回答  

6 2 .4

4 6 .3
3 5 .7

2 7 .8
2 0 .8 1 6 .5 1 3 .7 8 .6 3 .9

0

2 0

4 0

6 0

8 0

就
業
規
則
等

へ
の
明
文
化

相
談

へ
の
迅
速

か

つ
適
切

な
対
応

相
談
窓
口

の
設
置

相
談
者

・
行
為
者
等

の

プ
ラ
イ

バ
シ
ー
保
護

広
報
啓
発
資
料

の

作
成

・
配
布

相
談

や
調
査
等

へ
の
協
力

を

理
由

に
不
利
益
取
扱

い
を
行

わ
な

い
こ
と
を
定

め

て
周
知

研
修
会

の
開
催

再
発
防
止
措
置

そ
の
他

（ ％ ）
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    能力発揮のための課題     

  女性が能力を発揮していくための

課題として，事業主，男性従業員が，

「責任ある仕事を任せる」（事業主

70.9％，男性従業員 62.5％）を最も

多くあげたのに対し，女性従業員及

びパートは，「仕事と家庭の両立」（女

性従業員 55.5％，パート 57.1％）を

最も多く挙げています。 

 なお，今回回答のあったパートのう

ち，約９割は女性です。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４４４   女女女 性性性 ののの                                          
      能能能         力力力         発発発         揮揮揮                                          

 

女性の能力発揮のための課題 

70.9

34.7

28.0

24.1

14.4

13.6

8.3

6.1

4.6

42.8

55.5

26.7

22.3

24.2

20.5

12.2

30.8

2.9

62.5

38.6

37.3

18.5

19.4

28.3

13.7

21.3

3.2

37.9

57.1

24.4

19.0

26.7

25.8

13.7

24.6

1.5

0 20 40 60 80

責任ある仕事を
任せる

仕事と家庭
の両立

仕事の配分や
教育訓練において

男女同様に扱う

会議等への女性の
出席機会の拡大

女性に対する
教育訓練の充実

管理職への
積極的登用

女性リーダー制や
女性プロジェクト
チームの導入

女性の積極的活用
に対する男性従業員の

意識啓発の実施

その他

事 業主

女 性従業 員

男 性従業 員

パ ート

（％）

事業主・男性従業員と，女性従業員・パートに意識の違い 

 複数回答  
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    両立のために重要なこと     

  仕事と家庭の両立のために重要な

こととして，事業主，男女従業員，パ

ートともに，「年次有給休暇を取得し

やすくすること」を上位にあげていま

す。 

 なお，女性従業員は「育児・介護，

家事等を家族が分担」が最多回答

（46.8％）でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６６６   仕仕仕 事事事 ととと                                          
      家家家 庭庭庭 ののの 両両両 立立立                                          

 
仕事と家庭の両立のために重要なこと 

事業主・従業員ともに，年次有給休暇を取得しやすくすることを
重要と考えている 

 複数回答  

44.6

42.7

34.9

30.3

17.3

16.1

13.2

8.8

2.0

44.6

27.8

46.8

40.8

32.7

30.9

12.6

20.1

0.8

45.4

38.6

29.2

40.3

39.2

22.4

27.0

10.0

12.7

1.7

42.7

27.7

24.8

38.5

41.0

27.3

29.2

14.6

24.6

1.0

46.8

25.5

0 10 20 30 40 50

年次有給休暇を
取得しやすくすること

職場の管理・監督者や
同僚の配慮，協力

時間外労働を
少なくすること

育児・介護，家事
等を家族が分担

フレックスタイム制度など
柔軟な勤務体制の導入

保育施設や介護施設の
整備，サービスの充実

育児・介護制度休業制度を
利用しやすくすること

短時間勤務制度の導入

子どもの看護休暇を
取得しやすくすること

その他

事業主

女性従業員

男性従業員

パート

（％）
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       両立支援制度        

 仕事と育児の両立のために男女従

業員が最も望む支援制度は，「子ども

が病気・けがの時の休暇制度」（女性

従業員 77.1％，男性従業員 60.4％）

となっています。 

 また，仕事と介護の両立のために

最も望む支援制度は，女性従業員は

「短時間勤務制度」（55.6％），男性従

業員は「介護サービスの費用等に対

する助成」（49.2％）でした。 

 一方,事業主が仕事と育児・介護の

両立のために実施している支援制度

は，「短時間勤務制度」が最も多くな

っ て いま す 。（ 育 児 25.9 ％ ， 介 護

26.2％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  男女従業員調査 複数回答   

  男女従業員調査 複数回答   

仕事と育児の両立のために望む支援制度 

育児との両立には「子どもが病気・けがの時の休暇制度」， 
介護との両立には「短時間勤務制度」「費用等の助成」を望む 

77.1

45.5

38.3

37.6

37.3

37.2

29.2

22.4

4.4

2.1

30.0

0.9

2.9

9.2
8.2

17.7

17.6

28.9

28.5

24.2

28.3

29.2

60.4

25.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

子どもが病気・けがの時の
休暇制度

出産・育児を理由に
退職した人の再雇用制度

時間外勤務の免除

短時間勤務制度

始業・終業時刻の
繰上げ又は繰下げ

保育料・ベビーシッター
利用料等に対する助成

フレックスタイム

事業所内託児所

転勤時の配慮

在宅勤務制度

社宅への優先入居

その他

女性従業員

男性従業員

（％）

仕事と介護の両立のために実施している支援制度 

51.1

0.2

0.2

0.9

3.1

3.6

4.6

7.2

19.9

20.2

26.2

0 20 40 60

1

短時間勤務制度

時間外勤務の免除

始業・就業時刻の繰上げ又は繰下げ

フレックスタイム

その他

転勤時の配慮

介護を理由に退職した人の再雇用制度

介護サービスの費用等に対する助成

在宅勤務制度

社宅への優先入居

制度はない

（％）

  事業主調査 複数回答    

55.6

45.4

40.5

35.9

33.3

21.3

16.2

1.5

1.3

38.3

49.2
41.8

2.0

1.7

13.0

19.7

29.7

27.5

35.8

40.4

0 10 20 30 40 50 60

短時間勤務制度

始業・終業時刻の
繰上げ又は繰下げ

介護サービスの
費用等に対する助成

時間外勤務の免除

介護を理由に退職
した人の再雇用制度

フレックスタイム

転勤時の配慮

在宅勤務制度

社宅への優先入居

その他

女性従業員

男性従業員

（％）

仕事と介護の両立のために望む支援制度 

  事業主調査 複数回答   

41.1
0.4
0.5
1.2

5.2
5.7
5.8
6.1

19.9
21.4
22.9

25.9

3.5

0 10 20 30 40 50

1

短時間勤務制度

始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げ

時間外勤務の免除

子どもが病気・けがの時の休暇制度

フレックスタイム

その他

出産・育児を理由に退職した人の再雇用制度

転勤時の配慮

事業所内託児施設

保育料・ベビーシッター利用料等に対する助成

在宅勤務制度

社宅への優先入居

制度はない

（％）

仕事と育児の両立のために実施している支援制度 
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 一般事業主行動計画の周知状況   

 次世代育成支援対策推進法に基づ

く一般事業主行動計画（以下「行動計

画」という。）について「知っている」と

回答した事業主は 19.4％であり，事

業所規模が大きいほど周知率が高く

なっています。 

 平成 23 年 4 月 1 日から行動計画の

策定・届出等が義務化される 101 人

～300 人の事業所では，「知っている」

又は「詳しくは知らないが，聞いたこと

がある」が 85.9％となっています。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    行動計画の策定状況       

 行動計画を「策定・届出済」と回答し

た事業主は 5.1％となっています。 

301 人以上の事業所では「策定・届

出済」が 79.3％であるのに対し，101
人～300 人の事業所では 10.3％，10
人～100 人の事業所では 1％台とな

っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  事業主調査   

一般事業主行動計画の周知状況 

301 人以上の事業所は，「知っている」又は「聞いたことはある」が 100％を占める 
101 人以上 300 人以下の事業所は，「知っている」が６割強 

93.1%

60.3%

16.3%

9.9%

7.8%

19.4%

6.9%

25.6%

36.1%

33.4%

37.5%

12.8%

43.3%

51.5%

32.8%

45.3%

43.1%

1.3%

4.3%

5.2

9.4%

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

301人以上

101人～300人

30人～100人

10～29人

10人未満

全体

知っている 詳しくは知らないが，聞いたことがある 知らない 無回答

一般事業主行動計画の策定・届出状況 
Toik 

79.3%

10.3%

13.8% 6.9%

30.8%

23.2%

9.9%

15.8%

14.1%

8.6%

9.4%

8.7%

9.9%

12.9%

15.6%

11.0%

35.9%

49.8%

56.9%

62.5%

51.2%5.1%

1.5%

1.7%

1.3%

0.7%

0.4%

12.5%

1.6%

5.1%

6.4%

7.4%

7.8%

9.4%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

301人以上

101人～300人

30人～100人

10～29人

10人未満

全体

策定・届出済 策定・届出予定 検討中
策定することが難しい 必要性を感じていない 検討していない
無回答

  事業主調査   
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 策定について当たっての問題点  

 行動計画の策定に当たっての問題

点・課題について，「具体的な策定方

法がわからない」が 43.0％，「策定に

かかる時間的余裕がない」が 36.2％

となっており，企業に対して策定方法

のアドバイス等を行うことが効果的と

考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 行動計画策定の効果       

 行動計画の策定効果（期待も含む）

については，「職場の活性化による労

働意欲の向上」が 52.1％，「優秀な人

材の確保・定着」が 50.0％，「働き方

の見直しによる業務の効率化」が

47.9％，「企業のイメージアップ」が

39.6％でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.8

11.5

14.3

36.2

43.0

0 10 20 30 40 50

具体的な策定方法が分からな
い

策定にかかる時間的余裕がな
い

企業にとってのメリットがない

企業が次世代育成支援対策を
行う必要性を感じない

その他

（％）

一般事業主行動計画の策定に当たっての問題点・課題 
Toik 

 事業主調査 （行動計画の策定を「検討中」「策定することが難しい」      
「必要性を感じていない」「検討していない」と回答した事業主） 複数回答   

12.5

16.7

39.6

47.9

50.0

52.1

0 20 40 60

職場の活性化による労働
意欲の向上

優秀な人材の確保・定着

働き方の見直しによる業
務の効率化

企業のイメージアップ

業績のアップ，生産性の
向上

その他

（％）

一般事業主行動計画の策定の効果（期待も含む） 
Toik 

 事業主調査（行動計画を「策定・届出済」「策定・届出予定」と回答した事業主）  
 複数回答   

次世代育成支援対策推進法が改正され，①行動計画の公表・従業員への周知や，②行動計画の策定・

届出義務企業が段階的に拡大されることになりました。 詳細は，次の厚生労働省のホームページを御覧く

ださい。 

(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ikusei/dl/reef.pdf） 

ポ イ ン ト 
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 改正育児・介護休業法の周知状況  

 平成 17 年 4 月から，改正育児・介

護休業法が施行されました。 改正の

ポイントは，①育児休業・介護休業の

対象を一定の要件を満たす期間雇用

者に拡大，②育児休業期間の延長，

③介護休業の取得回数の緩和，④子

の看護休暇の創設です。 

 事業主全体では，「改正内容を含め

て知っている」が 67.0％，「内容は知

ら な い が ， 聞 い た こ と は あ る 」 が

29.0％であり，両者を合わせると，

96.0％になります。 

 また，従業員 300 人以上の事業所

では「知っている」が 100％であるのに

対し，30 人未満の事業所では，6 割

未満となっています。 

 

 

     制度の整備状況       

 育児休業制度は，6 割強（62.4％）の

事業所で就業規則等に規定されてい

ます。 

 従業員規模の大きい事業所ほど，

整備率は高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

７７７   育育育    児児児    休休休    業業業                                 
 

「改正内容を含めて知っている」が７割弱 
「内容は知らないが，聞いたことはある」が３割弱 

67.0%

53.1%

56.7%

76.3%

80.9%

84.6%

100%

29.0%

34.4%

38.9%

18.6%

19.1%

14.1%

2.2%

1.7%

7.8%

2.0%

1.3%

3.4%

2.2%

4.7%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

10人未満

10～29人

30～49人

50～99人

100～299人

300人以上

改正内容も含めて知っている 内容は知らないが，聞いたことはある

知らない 無回答

改正育児・介護休業法の周知状況 

 事業主調査  

 事業主調査  

62.4%

39.1%

48.8%

70.3%

87.0%

89.7%

100%

10.4%

20.3%

40.6%

27.5%

7.7%

10.9%

3.5%

5.9%

2.6%

16.9%

5.2

1.3%

5.9%

6.4

10.9%

6.3%

8.0%

4.3

3.1%

2.5%

0.8%

1.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

10人未満

10～29人

30～49人

50～99人

100～299人

300人以上

ある 制度として明文化されていないが，慣行としてある ない 検討中 無回答

育児休業制度の規定の有無 

全体では６割強の事業所が育児休業制度の規定を整備 
規模が大きくなるほど整備率が上昇 
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  育児休業制度の周知状況   

 育児休業制度を内容も含めて知っ

ている従業員は，女性 61.0％，男性

46.2％，パート 36.5％となっていま

す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  取得状況   

 育児休業制度は，平成7年4月か

ら全事業所に適用となっています

が，従業員の育児休業の取得状況

については，女性 87.2％，男性

0.6％となっています。 

 規模別にみると，従業員 100～

299 人の規模の事業所で 96.4％と

最も高くなっています。 

 また，実際に育児休業を取得した

期 間 は 「 ６ ヶ 月 ～ １ 年 未 満 」

（68.6％）が最も多く，次いで「１年

～２年未満」（22.5％）となっていま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 6 .5

4 6 .2

6 1 .0

5 1 .3

4 9 .4

3 6 .7

8 .3

1 .0

1 .4

3 .0

3 .8

1 .3

0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 1 0 0 %

パ ー ト

男 性 従 業 員

女 性 従 業 員

内 容 を 含 め て 知 っ て い る 内 容 は 知 ら な い が ， 聞 い た こ と は あ る 知 ら な い 無 回 答

育児休業制度の周知状況 

 従業員調査  

６ヶ月～１年
未満
68.6%

１～２年未満
22.5%

３年以上
0.2%２～３年未満

0.7%

３ヶ月未満
2.8%

３～６ヶ月
未満　5.2%

従業員の育児休業取得期間 

 事業主調査  

※ 男性の育児休業取得率は 0.6％ 

86.0%

70.9%

77.2%

40.0%

87.2%

90.1%

96.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

割合

全体

10人未満

10～29人

30～49人

50～99人

100～299人

300人以上

女性従業員の育児休業の取得率 

 事業主調査  （調査対象期間は，平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで） 

育児休業の取得率は，女性従業員 87.2％，男性従業員 0.6％ 
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  制度導入後のメリットと課題   

 事業主は，育児休業制度導入後の

メリットとして，「結婚・出産による退職

者が減少する」（61.9％），「従業員の

勤続年数が伸びる」（38.7％）などを

あげています。 

 課題としては，「代替要員の確保が

困難」（58.3％），「他の従業員の負担

が増える」（49.1％）となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      制度の利用希望      

 女性従業員の 65.4％が，今後出産

したときに，育児休業制度を「利用し

ようと思う」と回答していますが，「利

用しようと思わない」と回答した人も

27.9％に達しています。 

 一方，男性従業員は「利用しようと

思わない」と回答した人が 57.6％とな

っています。 
 
 
 
 

メリットは「退職者の減少」，課題は「代替要員の確保」 

育児休業制度導入のメリット 

4.5

9.8

17.1

19.7

38.7

61.9

0 20 40 60 80

1

結婚・出産による退
職者が減少する

従業員の勤続年数
が伸びる

従業員の会社への
忠誠心が高まる

会社のイメージアッ
プ

入社希望者が増える

その他

（％）

 事業主調査・複数回答  

 事業主調査・複数回答  育児休業制度導入後の課題 

4.0

4.0

11.1

13.0

18.1

31.3

49.1

58.3

0 20 40 60 80

1

代替要員の確保が困難

他の従業員の負担が増え
る
制度利用者が復職した後
の代替要員の処遇
利用率が低い

休業中・復職後の能力維
持が困難
企業の経済的負担が大き
い
復職率が低い

その他

(%)

育児休業制度の利用希望 

  男女従業員調査   

6 5 .4

2 7 .9

6 .7

3 7 .6

5 7 .6

4 .8

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

利 用 し よ う と 思 う 利 用 し よ う と 思 わ な い 無 回 答

女 性 従 業 員

男 性 従 業 員

（ ％ ）
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    制度を利用しない理由    

育児休業制度を利用しない主な理

由として，女性従業員は「上司や同僚

に気兼ねする」（34.9％）や「会社の制

度が整備されていないので申請しにく

い」（28.9％）などをあげており，取得

しやすい環境づくりが必要であると思

われます。 

一方，男性従業員が利用しない主

な理由は「休業中の収入が減少する」

（36.9％），「子どもの世話をしてくれ

る人がいる」（36.2％）などとなってい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      男性の育児休業      

 男性の育児休業制度利用に対し

て，従業員は「当然取得してもよい」

（女性従業員 38.6％，男性従業員

32.3％，パート 32.3％），「できれば取

得 し た 方 が よ い 」 （ 女 性 従 業 員

35.6％，男性従業員 36.5％，パート

41.5％）と肯定的な考え方が約７割を

占めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

育児休業制度を利用しない理由 

34.9

28.9

23.9

19.3

16.1

8.3

4.1

17.4

26.2

20.3

9.0

16.9

36.2

36.9

10.5

12.5

15.4

8.1

19.7

18.8

18.6

8.3

0 10 20 30 40

上司や同僚に気兼ねするから

会社の制度が整備されていない
ので申請しにくいから

復職後同じ仕事に就けるか不安

保育所等の施設を利用できるから

子どもの世話をしてくれる人がいるから

休業中の収入が減少するから

仕事の能力低下に対する不安

勤務評定の低下に対する不安

有給休暇等で対応できるから

配偶者が育児休業制度を
利用する予定だから

男性が取得した前例がないから
（男性のみ）

その他

女性従業員

男性従業員

（％）

 男女従業員調査（「利用しない」と回答した従業員） 複数回答  

32.3 41.5 12.5 5.2 8.5

32.3 36.5 19.2 12.1

38.6 35.6 15.4 10.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性従業員

男性従業員

パート

当然取得してもよいと思う できれば取得した方がよいと思う
取得しない方がよいと思う その他
無回答

男性の育児休業制度利用に対する考え 

 従業員調査  

従業員の７割以上が男性の育児休業について肯定 
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      制度の周知状況        
 介護休業制度を，「内容を含めて知

っている」従業員は，女性 25.1％，男

性 23.7％，パート 9.6％となっていま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
      制度の整備状況        

 介護休業制度は，約５割（50.7％）の

事業所で規定が整備されています。 

 また，従業員規模の大きい事業所

ほど，整備率は高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         利用状況          
 全事業所のうち，介護休業の利用

者が「いた」と回答したのは 3.5％（内

訳は，利用者が「男性のみ」0.5％，

「女性のみ」2.8％，「男女とも」0.2％）

となっています。 

 利用者の取得期間は，「93 日以下」

が 84.6％となっています。「93 日」と

は，育児・介護休業法で認められた

取得可能期間です。 
 

 
 
 

８８８   介介介   護護護   休休休   業業業   
         

約５割の事業所が介護休業の規定を整備 

50.7%

26.6%

39.1%

49.2%

71.3%

84.6%

100.0%

5.8%

6.3%

6.7%

6.8%

5.2%

30.6%

50.0%

38.6%

30.5%

14.8%

7.7%

10.0%

14.1%

10.9%

13.6%

7.8%

2.6%
3.8%

2.8%

3.1%

4.7%

0.9%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

10人未満

10～29人

30～49人

50～99人

100～299人

300人以上

ある 制度として明文化されていないが，慣行としてある ない 検討中 無回答

介護休業制度の規定の有無 
 事業主調査  

9.6

23.7

25.1

58.1

45.4

53.3

28.8

28.7

20.1

3.5

1.4

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

パ ー ト

男 性 従 業 員

女 性 従 業 員

内 容 も含 め て 知 って い る 内 容 は 知 らな い が ，聞 い た こ とは あ る

知 らな い 無 回 答

介護休業制度の周知状況 
 従業員調査  

無回答
3.1%

い   た
（男性のみ）

0.5%

い  た
（女性のみ）

2.8%

い  た
（男女とも）

0.2%

いない
93.3%

介護休業制度の利用状況 利用日数 

93日以下
84.6%

94日～
６ヶ月未満

5.1%

６ヶ月～
１年未満

7.7%
１年以上

2.6%

 事業主調査  （調査対象期間は，平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで） 

 介護休業制度…一定の要件を満たす労働者が，事業主に申し出ることにより，「要介護状態」（注 1）にある「対象家族」（注２）1人につき，常
時介護を必要とする状態ごとに，１回の介護休業（通算93日が限度）をすることができる制度。なお，事業主は介護休業の申

し出を拒むことはできません。 
  注 １……負傷，疾病又は身体上若しくは精神上の障害により，２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。 
  注 ２……配偶者・父母・子・配偶者の父母と，労働者が同居しかつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫をいいます。 
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      制度導入後の課題       

 事業主は，介護休業制度導入後の

課題として，「代替要員の確保が困

難」（55.9％），「他の従業員の負担が

増える」（45.3％）などをあげていま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         利用希望         

 今後，介護が必要になった場合，介

護休業制度を利用したいと考える従

業 員 は ， 女 性 が 69.9 ％ ， 男 性 が

60.3％となっています。 

 女性従業員のうち，「利用しない」と

回答したのは 27.2％で，その理由は

「会社で介護休業をとった例がない」

（44.8％），「上司や同僚に気兼ねす

る」（40.1％）の順となっています。 

 男性従業員のうち，「利用しない」と

回答したのは 35.9％で，その理由は

「介護してくれる人がいる」（36.1％），

「休業中の収入が減少する」（32.5％）

の順となっています。 

 

 

 

 

課題は「代替要員確保が困難」，「他の従業員の負担増」 

介護休業制度導入後の課題 
Toik 
 事業主調査 複数回答  

3.3

4.2

8.8

12.1

22.5

26.1

45.3

55.9

0 20 40 60

1

代替要員の確保が困難

他の従業員の負担が増える

制度利用者が復職した後の
代替要員の処遇

利用率が低い

企業の経済的負担が大きい

休業中の能力維持が困難

復職率が低い

その他

（％）

介護休業制度を利用しない理由 

44.8

40.1

30.2

16.0

9.0

22.0

30.2

21.2

32.5

21.6

11.4

36.1

14.5

11.0

9.8

18.4

5.9

8.5

9.0

10.4

10.4

15.1

17.9

25.9

0 10 20 30 40 50

会社で介護休業を
とった例がない

上司や同僚に気兼ねする

会社の制度が整備されて
いないので申請しにくい

休業中の収入が減少する

在宅福祉サービスが利用できる

復職後同じ仕事に就けるか不安

介護してくれる人がいる

仕事の能力低下に対する不安

有給休暇等で対応できるから

勤務評定の低下に対する不安

特別養護老人ホーム等の
施設を利用できる

その他

女性従業員

男性従業員

（％）

 男女従業員調査（「利用しない」と回答した従業員） 複数回答  

介護休業制度の利用希望 
男女従業員ともに６割を超える利用希望率 

6 9 .9

2 7 .2

2 .9

6 0 .3

3 5 .9

3 .8

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

利 用 し よ う と 思 う 利 用 し な い 無 回 答

女 性 従 業 員 男 性 従 業 員

（ ％ ）

 男女従業員調査  
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      制度の整備状況        

平成 17 年 4 月に施行された改正育

児・介護休業法により，小学校就学前

の子を養育する労働者は，病気やけ

がをした子の看護のために，1 年に 5

日まで休暇を取得できるようになって

います。 

 就業規則等でこの休暇制度を整備

している事業所は，全体では 36.6％

と，前回調査の 28.0％より 8.6 ポイント

増加しています。 

 また，従業員規模の大きい事業所

ほど，整備率は高くなっています。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         利用状況          

 全事業所のうち，子の看護休暇の

利 用 者 が 「 い た 」 と 回 答 し た の は

10.9％（内訳は，利用者が「男性の

み」0.7％，「女性のみ」7.8％，「男女

とも」2.4％）となっています。 

 

 

 

９９９   子子子ののの看看看護護護休休休暇暇暇   
            

96.6% 3.4%

65.4%

3.8%

17.9% 11 .5% 1.3%

49.6% 13.0% 24.3% 13.0%

37.3% 14.4% 31.4% 14.4% 2.5%

26.0% 12.4% 42.6% 11.1% 7.9%

17.2% 14.1% 51.6% 12.5% 4.7%

36.6% 11.6% 35.3% 11.6% 4.8%

28.0% 6.9% 40.0% 22.0% 3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回調査
（H17）

今回調査

10人未満

10～29人

30～49人

50～99人

100～299人

300人以上

ある 制度として明文化されていないが慣行としてある ない 検討中 無回答

子の看護休暇制度の規定の有無 

36.6％の事業所が子の看護休暇の規定を整備 

 事業主調査  

子の看護休暇制度の利用状況 

 事業主調査  （調査対象期間は，平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで） 

いない
85.8%

いた
男女とも

2.4%

いた
女性のみ

7.8%

無回答
3.3%

いた
男性のみ

0.7%
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 改正パートタイム労働法の周知状況  

 平成２０年４月から，改正パートタイ

ム労働法が施行されました。改正の

ポイントは，①パートタイム労働者の

雇入れの際，労働条件を文書などで

明示することが義務化，②雇入れ後

も，パートタイム労働者から求めがあ

ったときは，待遇の決定に当たって考

慮した事項を説明することが義務化，

③パートタイム労働者の待遇はその

働き方に応じて決定することなどで

す。 

 「内容も含めて知っている」と回答し

たのは，事業主が 61.5％，パートが

12.5％となっています。 
 
 
 
   パートを雇用する理由     
 パートを雇用する理由は，「人件費

節約」が 48.5％と も多く，次いで「１

日 の 業 務 量 の 変 化 に 対 応 」

（41.0％），「臨時的な業務量の変化に

対応」（34.1％）となっています。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111000   パパパ ーーー トトト タタタ イイイ ムムム                                 
      労労労       働働働       者者者                                 

 

「改正内容を含めて知っている」事業主は 61.5％だが， 
パートは 12.5％しか知らない 

12.5%

61.5%

53.8%

30.9%

32.9%

7.6%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

パート

事業主

内容も含めて知っている 内容は知らないが聞いたことはある 知らない 無回答

改正パートタイム労働法の周知状況 

  事業主調査（パートを雇用している事業主）・パート調査  

 事業主調査(パートを雇用している事業主)  

「人件費節約」が一番の理由，次いで「業務量の変化」への対応 
 

パートを雇用する理由 

8.4%

3.9%

7.4%

10.8%

12.5%

17.7%

20.8%

25.2%

27.4%

34.1%

41.0%

48.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

人件費節約

１日の中で業務量の変化に対応

臨時的業務量の変化に対応

多様な人材（女性・高齢者）の
能力を活かしやすい

簡易，補助的な業務だから

正社員の確保が困難

定年退職者の再雇用

景気変動に応じて雇用者数を調整できる

営業時間が長い

一度退職した女性正社員の再雇用

正社員の育児・介護休業代替

その他
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   パートが利用できる制度    
 パートが利用できる制度の導入状

況は，事業主調査では，「労働条件に

関する文書の交付」（72.1％）をはじ

め，雇用保険（70.3％），健康診断

（63.3％）など様々な制度が導入され

ているという回答ですが，パートはい

ずれの制度についても利用できると

いう認識が低く，事業主とは大きな差

がありました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  パートとして働く理由    
 パートとして働く理由は，「自分の都

合 の 良 い 時 間 （ 日 ） に 働 け る 」

（53.5％）が も多く，次いで，「勤務

時間や労働時間が短い」（32.1％），

「 育 児 や 介 護 と 両 立 し や す い 」

（30.8％）の順になっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.0

2.1

6.5

6.9

9.8

11.0

23.5

28.1

30.8

32.1

53.5

0 20 40 60

自分の都合の良い時間（日）に働ける

勤務時間や労働時間が短い

育児や介護と両立しやすい

収入を非課税限度内又は扶養手当等支給限度内にしたい

通勤時間が短い

正社員として働ける会社がなかった

仕事が簡単で責任も軽い

地域活動等他の活動と両立しやすい

組織に縛られたくない

資格取得等他の目的がある

その他

（％）

パートとして働く理由 

 パート調査  複数回答  

も多い理由は「自分の都合の良い時間（日）に働ける」 

パートが利用できる制度の周知と処遇改善が必要 

パートが利用できる各種制度の導入状況 

7.7%

6.9%

6.3%

10.4%

11.9%

11.3%

12.1%

12.7%

21.0%

18.3%

31.2%

33.7%

37.5%

38.8%

22.9%

54.2%

59.2%

39.0%

16.2%

16.4%

18.4%

24.2%

24.2%

25.7%

28.9%

30.6%

41.0%

41.6%

42.9%

44.8%

48.0%

56.3%

57.4%

63.3%

70.3%

72.1%

2.9%
3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

その他

子の看護休暇

妊産婦への特別措置

介護休業制度

福利厚生施設の利用

育児休業制度

勤務時間の短縮（育児・介護）

教育訓練

時間外労働の制限，深夜業の制限（育児・介護）

退職時の証明

解雇の予告

賞与

退職手当，通勤手当，家族手当等

社会保険

年次有給休暇の付与

就業規則の整備

健康診断

雇用保険

労働条件に関する文書の交付

事業主

パート

 事業主調査（パートを雇用している事業主）・パート調査  
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    パート収入調整の状況     

 収入調整の状況は，「非課税限度

額等は気にせず」が 37.9％と も多く

なっていますが，「非課税限度額，健

康 保 険 の 被 扶 養 者 の 範 囲 内 」

（29.6％），「配偶者等の扶養手当の

範囲内」（10.6％），「公的年金の支給

に配慮」（2.9％）となっており，４割を

超える人が収入調整をしている状況

がうかがえます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  パートの正社員等への転換     

 パートが正社員になれる措置を講じ

ている事業所は，「試験制度を設ける

など，転換制度を導入」が 6.7％，「正

社員を募集する場合，その内容を既

に雇っているパートタイム労働者に周

知」が 24.1％，「正社員のポストを社

内公募する場合，既に雇っているパ

ートタイム労働者にも応募の機会を

与えている」が 23.0％となっており，５

割強の事業所が何らかの措置を講じ

ています。 

 

 

 
 
 
 
 
 正社員等への転換制度の利用希望 

 パートに対し，「あなたの事業所に

正社員や役職等への昇格の制度が

ある場合，積極的に利用したいと思

いますか」と質問したところ，「利用し

たい」が 24.2％，「利用したくない」が

70.2％でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４割を超える人が収入調整をしている 

非課税
限度額等は

気にせず
37.9

非課税限度
額，健康保険
の被扶養者の
範囲内  29.6

配偶者等の
扶養手当の
範囲内 10.6

公的年金の
支給を配慮

2.9

非課税限
度額等を
超える収
入はない

15.0

その他
2.3

無回答
1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

収入調整の状況 

 パート調査  

  パート調査   

 事業主調査（パートを雇用している事業主）  

パートの正社員等への転換制度 

試験制度を設け
るなど，転換制
度を導入　6.7%

正社員を募集
する場合，周知

24.1%

正社員のポスト
を社内公募する
場合，応募する
機会を与えてい

る   23.0%

正社員になる
措置はない

11.6%

その他
10.4%

無回答
24.1%

昇任・昇格制度の利用希望 

24.2

70.2

5.6

0 20 40 60 80

利用したい

利用したくない

無回答

（％）
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 昇任昇格制度を利用しない理由   

 パートが昇任・昇格制度を利用した

くない主な理由は，「家事，育児・介護

との両立が困難になる」が 56.4％で，

次いで「仕事中心の生活となるおそ

れがある」が 37.0％，「能力，体力に

自信がない」が 30.1％となっていま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  パートとして働くうえでの不安    

 パートとして働くうえでの不満や不

安は，39.0％が「ない」と答えています

が，「給料，収入が少ない」（29.8％），

「仕事の質や量に比べて，正社員と

賃金格差が大きい」（16.5％）などの

処遇に関することもあげられていま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  環境整備・行政への要望      

 パートが働きやすい環境整備のた

めに行政に望むことは，「労働条件向

上の取組に対する企業等への支援」

（39.8％），「非課税限度額の引上げ」

（38.1％）などとなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.7

11.5

12.3

20.8

21.6

29.6

30.1

37.0

56.4

0 20 40 60

家事，育児・介護との両立が困難となる

仕事中心の生活となるおそれがある

能力，体力に自信がない

今の仕事に満足している

収入を非課税限度内にしたい

家族団らんの時間が少なくなるおそれが
ある
昇格等には興味がない

責任ある仕事に就きたくない

その他

(%)

昇任・昇格制度を利用しない理由 

 パート調査（「昇任・昇格制度を利用したくない」と回答したパート） 複数回答  

 パート調査 複数回答  

3 . 3

2 . 3

2 . 9

3 . 1

3 . 3

4 . 6

5 . 6

6 . 2

7 . 5

1 0 . 0

1 0 . 8

1 1 . 0

1 6 . 5

3 9 . 0

2 9 . 8

0 2 0 4 0 6 0

不 満 や 不 安 は な い

給 料 ， 収 入 が 少 な い

正 社 員 と 賃 金 格 差 が 大 き い

自 分 の 能 力 や 実 績 が 評 価 さ
れ な い

労 働 条 件 や 仕 事 に 対 す る 意
見 を 反 映 す る 機 会 が な い

い つ 解 雇 さ れ る か わ か ら な
い

教 育 訓 練 が な い 又 は 不 充 分
で あ る

正 社 員 と し て の 採 用 等 昇 進 ・
昇 格 の シ ス テ ム が な い

労 働 条 件 が 書 面 で 明 示 さ れ
て い な い

休 日 が 少 な い

正 社 員 と の 福 利 厚 生 制 度 が
差 が 大 き い

仕 事 に や り が い が な い

仕 事 が 自 分 の 能 力 や 性 格 に
合 わ な い

勤 務 時 間 が 長 い

そ の 他

（ ％ ）

パートで働くうえでの不満や不安 

39.8

38.1

32.1

18.8

16.5

10.0

6.7

1.0

0 10 20 30 40 50

労働条件向上の取組に
対する企業等への支援

非課税限度額の引上げ

パートタイム労働法等
諸制度に関する情報提供サービス

教育訓練への支援及び実施

労働相談の充実

非課税限度額の
引下げ及び廃止

能力活用に関する
企業への情報提供

その他

（％）

パートが働きやすい環境整備のために行政に望むこと 

 パート調査 複数回答  
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男女がともに働きやすい環境整備
のためには， 事業主・従業員とも，
「保育所，学童保育の充実」（事業主
62.6％，女性従業員 70.5％，男性従
業員 60.0％，パート 67.9％）を望んで
います。 

その他，従業員は，「育児・介護休
業制度の充実」，「高齢者の介護施設
の充実」，「完全週休２日制の普及啓
発」，「労働者に対する助成制度（財
政的支援）の拡充」などを望んでいま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

111111   行行行政政政へへへののの要要要望望望   
            

62.6

44.7

41.5

35.5

25.0

21.2

15.6

14.6

13.9

12.7

12.3

8.4

7.7

6.8

5.8

3.8

70.5

24.0

48.5

33.8

54.1

39.4

14.5

21.4

12.7

12.7

26.8

17.8

13.6

14.6

5.4

60.0

31.1

42.0

46.2

42.1

33.4

16.9

16.2

16.2

14.6

29.4

17.2

9.9

9.3

5.9

67.9

20.0

41.9

28.7

49.0

32.1

17.7

20.4

14.4

14.0

21.2

15.2

16.0

13.8

3.1

1.5
2.8

1.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

保育所，学童保育の充実

事業主に対する助成制度
（財政的支援）の拡充

高齢者の介護
施設の充実

労働者に対する助成制度
（財政的支援）の拡充

育児・介護休業
制度の充実

完全週休２日制の
普及啓発

雇用や労働に関する
情報の提供

ファミリー・サポートセンターの
設置・充実

労働者を対象とした
相談体制の整備

職業指導・職業訓練
の充実

男女平等な雇用・労働条件の
確保のための指導強化

事業主等を対象とした就業環境
改善に向けた講習会の実施

女性再就職希望者を対象とした
講座・講習会の開催

女性の再就職を支援する
合同就職面接会の開催

職場における女性リーダー
育成のための講座・講習会

その他

事業主
女性従業員
男性従業員
パート

（％）

行政への要望 

 複数回答  

男女がともに働きやすい環境整備のために最も多く 
望まれているのは「保育所・学童保育の充実」 
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